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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前 9時 00分 開議 

○議長（山路  有君） みなさんおはようございます。ただいまから平成 30 年 9 月定例会 4 日

目を開催します。ただいまの出席議員数は 9名であります。定足数に達しておりますので、これ

から本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配布のとおりです。 

─────────────・───・───────────── 

日程第 1 議案第 37号  

○議長（山路  有君） 日程第 1、議案第 37号日吉津村公共下水道使用料の特例に関する条例の

一部を改正する条例についてを議題とします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

加藤議員。 

○議員（4番 加藤  修君） 4番、加藤です。おはようございます。この議案については当初 3

月議会に上程され、4 月 1 日からの予定であったものを、いきなりこう、下水道正規料金化につ

いてを提案は、いきなりではなくまず住民説明会を行って、半年間の周知期間を置いてというこ

とで、まあこういうふうなチラシで各自治会を回られたという所で意見を聴収して、それで下水

道審議会にかけて答申をいただいたという内容でありますが、この 10 パーセント減額について

は、平成 20 年の末にあったリーマンショックにおいて急激に落ちたと、あの時の株価がだいた

い約 7,000円台だったと思いますが、今現在 2万 1,000円と約 3倍に上がったということを踏ま

えて、提案の理由のところで景気が回復をしたので元に戻したいという話でございますが、この

下水道の使用料を選定するにあたって、この充当率というのんが、充当率 A、要するに利子償還

金と維持管理費を合わせたものに、充てる充当率 Aが、28年度が 79.3、29年度が 87.7と上がっ
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ています。もうひとつ元利償還金を合わせた充当率 Bになると、28年度は 46.2、29年度は 53.2

とこれも上がっています。この原因として起債等が 1 億ぐらいあったのが、6,000 万円ぐらいに

下がったという、で、充当率がそれで上がってきたというところにおいて、景気が上がったとい

うふうに感じてのものだと思いますが、なぜ今この充当率が上がってきているに中で、なぜ今こ

れを元に戻さなければいけないのかという理由をお願いします。 

○議長（山路  有君） 益田建設産業課長。 

○建設産業課長（益田 英則君） 加藤議員のご質問にお答えします。今なぜそういったようなこ

とで見直しをしなければならないかというご質問なんですけれども、加藤議員がおっしゃったよ

うに、このひとつは景気がリーマンショックで落ち込んだものが、回復基調にあるということが

ございます。まあそういった中で、これまでも 21 年実施、10 パーセントの減額を実施してまい

って 29年までずっと 30年の 9月末までなんですけれども、実施をしてきたという中で、その年

に審議会において 10 パーセントの削減についての審議をしていただいておった状況でございま

すし、なおかつ、毎年ではないんですけれども、使用料の率、掛金の体系の見直しということに

ついても審議会の方で、審議していただいたということの中でこれまでは景気なりそういったも

ろもろの事情があって、ずっと今までどおりの 10 パーセントの削減ということで審議いただい

ておりましたけれども、この度当局の方から諮問を出さしていただいたということで、その 3年

間を掛けて 10 パーセントの削減について、段階的に見直しをしていくという中で、審議会の方

から答申をいただいたということがございますので、そういった中で今回の実施に踏み切ったと

いうことで、まあ一番の要因は 20 年、21 年のころの景気の状況に比べて、今このタイミングが

来年に向けてはまた消費税の増税なりというところが予定されておる中で、今このタイミングな

のかなということがあります。 

もう一点加えてが、32 年から公営企業会計の方に移行するということがひとつございまして、

その公営企業、現在官公庁の動きということで単式簿記なんですけれども、公営企業会計複式簿

記になって貸借対照表なり、損益計算書といった財務諸表を基に経営の健全化を図っていくとい

うようなことがございますので、そのタイミングに合わせても、今が見直しの時期ではないのか

なというふうに考えております。以上です。 

○議長（山路  有君）加藤議員。 

○議員（4 番 加藤  修君） 4 番、加藤です。景気が回復をしたというふうな判断というのは

難しいところではありますが、あのわたしも食料品をよく買いに行くんですけれども、乳製品が
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値上がりしたとか野菜が高いとか、景気指数は上がっているかも知れませんけれども、生活実感

としてほとんどないですね。景気が良くなったという実感はありません。収入は増えているかも

知れませんけれども出る方も多いというところで、今のそのなぜ今なのかというところが、納得

ができんのが、要するに景気の回復というのが表れていない。それと公営企業会計複式簿記にな

った時に、どうしてもこれは元に戻さないといけないのかというところ、そこだけひとつ。 

○議長（山路  有君） 益田建設産業課長。 

○建設産業課長（益田 英則君） 公営企業会計にする目的というのがございまして、下水道って

いいますのがまあ、住民生活に非常に大きく関わってくるところの一つということで、住民のラ

イフラインに関わってくるというところでございますが、そういった中で背景的なところなんで

すけれども、下水道に関わらず道路等もそうなんですけれども、高度成長期に整備されておりま

すそういったインフラが、ここ近年におきましては更新の時期を向かえているというところでそ

ういったような支出の増大が見込まれるという中で、人口が減少していって収入の方は減少が見

込まれるというところで、その下水道の経営が今後厳しくなってくるというところが見込まれる

中で、その会計の方を複式簿記ということで財務諸表なりそういったものを作成することによっ

て、資産状況なり、経営状況なりが可視化できるというところが一つございます。 

そういった中で、公営企業経営の健全化でありますとか、住民サービスの安定的な供給といっ

たことを目指していくというところで、公営企業会計が導入されていくというところでございま

す。 

公営企業会計を導入することによって、どのようなメリットが生れてくるかということで、総

務省の方で示しておりますのが 4点ございまして、計画的な経営基盤の強化、財政マネジメント

の向上、適格な原価計算による適切な料金算定というところがございまして、その他にも 2点あ

るんですけれども、ガバナンスの向上であるとか住民ニーズへのサービスの向上というようなと

ころもうたってありますけれども、その中、先ほど言いましたように適切な料金の算定というこ

とがございまして、そういった中で正規料金に戻した上での適切な料金なのかどうか、そういっ

たものを公営企業会計において検証することができるのかなというふうに考えております。以上

です。 

○議長（山路  有君） 加藤議員。 

○議員（4 番 加藤  修君） 3 回目ですのでこれが最後です。まあ今の答弁からして、公営企

業会計にしてもせんでも減免はできるという判断です。まあできないということであればしかた
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がないですけれども、今、適正な料金設定をすればいいということですから、別段問題はないの

かなあと思います。それで 1 年間 650 万ですよね、約、減額の措置。9 年間で 5,800 万ほど、累

計でね。これくらい減額をしていただいて、わたしは 10 パーセントを減額を強く求めていると

ころであります。 

なぜかと言えば、いろいろ補助体制というのがありますね。教育でも福祉でも、たくさんあり

ますけれども補助とか支援金とかいっぱいありますけれども、これはやっぱり対象者があります。

対象者がね。ただこの 10パーセントというのは、下水道については、下水道料金の設定について

は、基本料金プラス人数割りがくるんですね、人数割りが。おじいさん、おばあさん、お父さん、

お母さん、子どもが増え 6人だったら 6人分払わないけんですがね、6人分。そうするとこれ 10

パーセントを減額だと 6人が全部対象になるんです。こういうのはないんですよ。わが村の補助

対象の中で唯一、今月末のわが村のあれが 3,565人ですね。これ全ての人にこの恩恵が行きわた

るんです。これだけは、人数割りが付きますから、だから 10パーセントを続けてごせと言ってい

るのはそこなんですね。 

それと要するに、28年度の決算審査の付帯意見のところにも、10パーセント減額は続けて下さ

いという付帯意見を付けております。そのとおりしていただいておりますが、今回は元に戻すと

いうところで、ここ、せっかく日吉津村の売りでございますので、全村民対象の補助体制という

のはこれしかないんですよ。 

それではちょっと村長に聞きますけれども、これだけの良い施策をなぜ止めるのかというとこ

ろがあります。それとまあ、平成 32年ていいますか、元号が変わりますので平成 32年になると

は限りませんが、10月に 8パーセントから 10パーセントに消費税が上がる。せめてね、せめて、

平成 32年に 2パーセント上がりますね。この景気の動向を見てから考えられても遅くはないと思

いますね。水戸黄門ではありませんけどね、助さん、格さんもういいでしょというところの見極

めをしてから、この元に戻しましょうという考えにはなりませんか。せつに要望するところでご

ざいますが、よろしくお願いします。 

○議長（山路  有君） 石村長。 

○村長（石   操君） この 37 号でありますけれども、タイトルにありますように特例条例で

すので、その特例を外したいというものであります。外す理由というのは、先ほど課長がるる申

し上げましたけれども、そのいうなればリーマンショックが終わって、その後 10 年間これでや

ってきたということでありますけれども、ある意味、公共料金は一定の水準を、行政サービスの
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水準をしていくためにはすべての公共料金は、ある一定の年限において見直しをしなければなら

ないというのがルールだというふうに思ってますけれども、その中で特例条例を設ける前の本則

の方では、先ほど言われましたように、6,000 万、まあ人口が増えましたので、あれですけれど

も 6,000万程度の収入があって 1割減額すると 600万ということでした。これをリーマンショッ

クに応じて、そのことを特例条例を設けさしていただいたのは、平成の合併で実は下水の使用料

を 1.5倍にさせていただきました。その時に非常に議会の方で、いわゆるその合併をする前の行

財政の検討委員会では、さまざまなサービスをカットをしたり、それから負担を持ち上げたりさ

せていただいて、下水の使用料はよそと比較して比較的安かったということがあって、このぐら

いならご理解がいただけるだろうというのが 1.5倍の引き上げでした。 

そういう中でそれをやって、10年前にやっぱり議会の方から 1.5はすぎるじゃないかというよ

うなこともあったというふうに思っておりますので、10パーセント下げて、それはちょうどリー

マンショックの時でしたのでそういう提案をさせていただいて、10年たって、10年といいますけ

れども、先ほど課長が申し上げましたようにこの何年かは部内でいろんなことを議論して、どち

らかといえばやっぱり、この特例条例の特例を外さなければならないなあという前提で議論をし

てきて、いよいよ下水道審議会の中でだいぶ長らくやって、景気も回復し、一定の公共サービス

をしていくための料金は必要なものであるので、引き上げさせていただきたいということで下水

道審議会の答申をいただいて、答申をいただいて先ほど加藤議員からありましたように、住民説

明が不十分だということでしたので、半年かけて住民説明をして今回提案をしたということであ

ります。 

住民説明の際には特段異論がなかったということを聞いておりますので、住民説明をさせてい

ただいて今回の特例条例を、それもいっぺんにということではなしに、経過措置を経ながらやら

せていただきたいということで提案をしたものであります。それでご理解をいただきたいと思い

ますし、消費税が上がったり、元号が変わったりというようなさまざまな日本全体の動きがあり

ますけれども、それを見ておるとやっぱり次から次と上げん要因が出て、それは言い方としては

不十分かも知れませんけれども、村としてはやっぱりこの時にこれという決断をしていかなけれ

ばならないというふうに思ってますし、それからまあ下世話な話ですけれども、いつが適切なの

かということで考えて、31 年が良いのかと 32 年が良いのかということもありますけれども、そ

れはいつ議論をしても上げるというのは、いつも同じだろうというふうに思ってますので、今の

首長としての責任を持つということでは、半年議論をさせていただいて住民の皆さんにお話しを
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させていただきましたので、この期をもって引き上げをさせていただくと、しかもそれは経過措

置を踏まえての削減の軽減をさせていただき、われわれの側からすると軽減をさせていただくと

いうことでの取組みにして行きたいと思っております。以上です。 

○議長（山路  有君）ほかにありませんか。 

江田議員。 

○議員（6 番 江田 加代君） 6 番、江田です。まず、提案理由について景気が回復したという

ようなことを説明を受けておりましたので、今も同僚議員がおっしゃったように本当に生活者と

しては景気が良くなったというような実感は全くありません。それで思うんですけれども、仮に

多少収入がもしかしたら増えておるかも知れません。人によっては。ただ、それ以上にここ、た

び重なる社会保障費がどんどんどんどん削られて住民負担が増えております。数えればきりがあ

りません。今の村長のご答弁の中で、特例外しということをおっしゃったんですけれども、それ

は後期高齢者の利用保険制度であったり、特例外しがここ 2年前からありまして、それが完了し

て住民負担が増えております。 

そういったことを考えますと、じゃあ国民健康保険だって今特例で走りましたけれども、これ

が 5 年、6 年後にはいったいどうなるのかという不安があるわけです。そういった不安の中で、

この頃、国の動きは関係ないというふうに思いたくありません。というのが、いろいろと住民負

担が増える前に特に国民生活を検証もせずに、どちらかというと審議会の方の答申をちょっと無

視したような何ていいますかね、本当に削減ありきというような、財務省の力で、ずっと住民負

担が増えてるんじゃあないかなっていうふうなことも感じております。 

そんな中でわたしはいろいろなことをお聞きしようかと思ったんですけれども、今の加藤議員

の質問の中でずいぶんお答えいただいておりますので、まずこの住民がどのように感じておられ

るかっていうのは、わたし住民説明会に 6ヵ月間、まああてがわれたのは良かったなと思ってお

りますし、そして同僚議員に聞きますと住民説明会に参加した人が、下水道料金が安くしてある

ということを初めて知ったと、住民説明会でね。そういうことを言われたんだそうです。わたし

はそういったことを考えればこの住民説明会は良かったなあと思っております。やっぱりね、住

民も本当いろいろなことを知るべきだと思っておりますので、良い施策があれば、それを住民は

ちゃんと自覚して喜ぶというようなことは、わたしは良いことだなあと思っております。 

そこでですけれども、今ちょっと気になりましたけれども、料金を減額することは公会計にな

ったら難しいというようなご答弁だと思いますけれども、わたしもよく詳しくないんですけれど
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も、この公会計に移行するのは 3,000人以下の人口であれば、これは強制的に移行しなくてもい

いというようなことになっているようですけれども、そういったレベルで考えますと、減額する

ことを厳しく縛られるというようなことではないのではないかと思うんですけれども、いかがで

しょうか。 

○議長（山路  有君） 益田建設産業課長。 

○建設産業課長（益田 英則君） 江田議員のご質問にお答えいたします。公会計の移行につきま

しては、3 万人未満の市町村においては任意であるということではありますけれども、現に昨年

から公会計移行に向けての取組みなり、予算の執行なりをさせていただいておるところでござい

ますので、それは後戻りはできないものでありますし、この公会計の実施において今行っており

ます 1割分の削減についてが、できなくなるんじゃないかというふうに思っておられるのかなと

思いますけれども、そこにつきましてはこの公会計を実施することによって、経営がどのような

形で行われておるのか、料金が適性に設定されておるのか、あるいは施設の改善計画が適切なも

のであるのかどうか、そういったような所のバランスを見ながら、運営においてどのような形で

計画を立てて行かなければならないのかというような所が、財務諸表において分析ができるよう

になるという中で、料金の体系が削減、減額してあるということになりますとそういったような

所についても加味した中で、分析をしなければならないのかなというふうに思っております。 

かならず、その減額を元に戻した正規料金において、公会計の中で分析をしなければならない

というものではないとは思いますけれども、その料金の元となります体系がありますので、そう

いった中でその見直しをするということになりますと、基本的な所の料金の体系的な所の見直し

というような所が必要ではないのかなと、まあ現に減額で料金の設定をさせていただいておりま

すけれども、それを一度正規料金という形に戻さしていただいた中で、公会計に基づいた財務諸

表なりで分析をするということが良いのではないかというふうに考えております。以上です。 

○議長（山路  有君） 江田議員。 

○議員（6 番 江田 加代君） すみません、今の人口 3 万人以下でした。3,000 人って言ってし

まいました。今のご答弁によりますと、結果的には必ずしなければならないというものでもない

と思うけどというようなことを答弁ありましたけれども、わたしはこれ金額、本当にこの下水道

料金の 10 パーセント、金額だけにこだわっているわけじゃあありません。やっぱりね、本当に

行政の住民の暮らしを守るっていいますか、生活をしっかり支えるというようなところに立って

いただいて、頑張っていただきたいということなんです。 
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いろいろとご答弁いただいておりますけれども、ここんところをじゃあ住民の皆さんはどうい

った暮らしされてるのかなっていうのを、ここ最近調べて回ったわけではないんですけれども、

ずっと何年か相談を受けたりとかした中で、何点か住民さんの声をお聞きいただきたいんですけ

れども、その感想をいただきたいんですけれども。 

まず高齢者でした。最近冠婚葬祭のつきあいが負担になってきた。そして親族、知人が亡くな

っても香典さえ出せない時がある。こういって言われた方がありました。それと交際費に回すお

金がないので、最近外出を控えているという話、それから次の方主婦なんですけれども、いくら

節約してもお金不安は減ることがないっていうことを言われました。それと後は子どもが就職し

たものの、奨学金の返済、車のローン、どうやらスマホの料金でもう給料が余分がないようだと

いう話、それからこれは高齢者でしたけれども、自分がもらった年金なのに 1枚の札も自由に使

えない。わたし、1枚が 1万円なのかなと思っていたんですけれども、よくよく聞いてみたら 1,000

円でした。1 枚の札も自由に使えない、おそらく生活費の年金が柱になってるのかなというふう

に思ったんですけれども、それと大学生をかかえる家族、これは住民さんの声じゃなくて、総務

省が全国消費実態調査で大学生をかかえる家庭が、貯金が食いつぶされているというので、貯蓄

率がマイナスになるのが、子どもさんが大学に行かれた時なんだそうです。 

そういった実態が出ておるということなんですけれども、それで結果的には確かに、リーマン

ショック以後、景気が回復したということはあるかも知れませんけれども、それにしても鳥取県

内で、そんなにそんなに景気が良んなったなということを実感されている方、わたしはあっても

少ないと思うんですけれども、結局はなぜかっていうと、家計の判断で使えるお金が減っておる。

まあ可処分所得っていうんだそうですけれども、やっぱそういったことがあるかぎり、全然景気

が良んなったななんてこと実感が持てないんですけれども、そのあたりの声っていいますか、そ

ういったことはお聞きになっていますでしょうか。 

○議長（山路  有君） 益田建設産業課長。 

○建設産業課長（益田 英則君） 住民説明会において、3 月の終わりから 4 月の上旬にかけまし

て、7 自治会のそれぞれの総会の方に出席させていただいて、こちらの下水道料金に係る説明を

させていただきました。時間の制限もあった中だったので、詳しい、住民の皆様方からのご意見

を伺う時間はなかったんですけれども、先ほど江田議員さんが言われたようなそういったような

声というのは、わたしの方の耳には届いていないということでございまして、その住民説明会の

中においていただいた意見と言いますか質問的なところなんですけれども、今回の削減を、減額
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率を下げるというような表現は、結局なんかわかりにくいと負担が大きくなるのだから、そうい

ったような減額率を下げるということではなく、負担が多くなるというような直接的な表現とい

いますか、わかりやすい表現で説明をしてほしいというようなご意見を頂戴いたしましたし、後

はそもそもこの 10 パーセントの減額をなぜ見直さなければならないのかというところについて

の、収支の関係なりについてのご質問を頂戴したというようなところで、特段生活が困窮してこ

の見直しについては反対するとかというようなご意見を頂戴はしておりません。 

○議長（山路  有君） 江田議員。 

○議員（6 番 江田 加代君） えっとね、まだね、住民説明会とかそういったところに出かけて

来て、ものを言える方はどちらかというと強い方だと思います。ほんとに言いたくても言えない

人というのが圧倒的に多いわけですね。住民説明会に集まって来られる方の人数を見た場合ね、

参加していない人の方が絶対的に多いじゃないですか、そうした時に本当にあそこに行きて住民

説明会は何ていいますか、要望を聞くところではないというような答弁がなんかありましたけれ

ども、やっぱり説明会に行きて聞くんですけれども話は、そこでそういった非常に自分の生活が

困窮しておると、なんと困りますというようなことは相当でないと言えないと思いますので、そ

ういったところに目を配っていただくのが、役場の職員の皆さんだって思ってるんです。 

先ほど、最後になりますけれども、なぜ今かっていう時に来年は消費税が値上げになるという

ふうに言われました。今しかないという、じゃあもう来年になったら痛みが来るぞという、わか

っておる時期に、こういった議会もいつも評価して、わたしは日吉津村の目玉商品だと思ってお

りました。そういって思っていましたので、本当金額は年間にすれば 5,000 円、1 月だと 500 円

くらいですかね、値上げになるのが、それにしても金額だけじゃなくて、そういった良い制度が

あったいうことを、この度のこういった議論の中で住民さんが知られて、少しはまだ元気になる

んじゃないかなと思うんですけれども、そのあたりで、先ほど同僚議員が言われましたけれど、

これを本当に今思いとどまっていくということは無理でしょうか。 

○議長（山路  有君） 石村長。 

○村長（石   操君） 来年の消費税の引き上げの国民生活に及ぼす影響や、元号が変わること

によって国民生活に及ぼす影響、それは自治体にもあります。自治体の消費税が入ると言っても、

それこそ幼児教育の無償化では消費税の引き上げ分があてにされていますけれども、それとても

あてにならんという状況の中で、今わが村で幼児教育の無償化した時に、わが村が新たに負担を

していかなければならない金が 800万になります。到底消費税が 800万増額になるとは思ってい
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ませんので、非常に大きな額かな、その他のことも含めるとこの幼児教育とても十分な国の負担

があるというふうに、政権で約束されてやられることですけれども、それはないと、2 割 5 分は

わが村が負担をせないけんということであります。という意味では、この 10 年さらには平成の

合併が終わって 15 年がたちますけれども、行政サービスは格段に広げてきたというふうに思っ

ています。それはヴィレステをひとつとってみても、それは利用料を一部屋何ぼという言い方で

はもらいますけれども、図書館などは本当に村民の皆さんにまんべんなくお使いをいただくと、

いただける施設であると、利用がかたよっておるということはあるかも知れませんけれども、ま

んべんなく利用いただける施設だというふうに思ってますので、ありとあらゆる面でそのサービ

スを拡げてきたと、拡がってきたと、また、しなければならない子育てなどの必要に迫られるサ

ービスも拡大をしてきたというふうに思っておますので、その歳出や行政経費の拡大分、人口が

増えて行政経費が多くなった分については、一定の交付税での見返りは人口が土台にしてありま

すので、ある程度のものはありますけれども、そうはいっても 2割 5分はわが村が自己負担をし

なければならないということでありますので、そういう意味では平成 15 年の行財政検討委員会

で出していただいた数字に、やっぱりその当時に戻さしていただかなければならない状況はある

と、すべての公共料金を今どちらかといえば平成の合併以降引き上げをしておらないというのが

実態かと思いますので、一定のものをやっぱり議論をした中では、ここの部分は元に戻さしてい

ただきたいというお願いでありますので、あくまでもやっぱり持続させていくということでは負

担なしには持続ができないわけでありますので、一定のものも順次負担を求めさしていただく、

引き上げさせていただかなければならない状況があるということで、国のこともありますけれど

も国がやるので末端行政はそのままにしておけということではないと、末端行政は末端行政とし

て考えなければならないことはあるというふうに思っての判断でありますので、よろしくお願い

したいと思います。 

○議長（山路  有君） ここで議長の方から、制約をするわけでないですけれども、質疑につい

ては簡潔、明瞭にお願いをしたいということでありますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 そうしますと質疑、この議案についての質疑ありませんか。 

三島議員。 

○議員（5 番 三島 尋子君） 5 番、三島です。ただいまのお二人の議員、同僚の方から質問が

ありましたけれども、それはわたくしも同感です。ちょっとその他のことで伺いしたいと思いま

すけれども、この特例条例を出された時のことからちょっと調べてみまして、会議録をちょっと
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見させていただきました。その時に 21 年からずっと出してあるんですけれども、その時に村長

の答弁としてですね、審議会には諮っていないと、これは政策的にやるものでそれは審議会に諮

らないということをおっしゃっています。 

それであとずっと何年か経っていますけれども、その後でもいろいろ議員からの質問が出てい

ますが、公共料金の上げ下げについては議論をする場でやるべきだと思っておるということをお

っしゃっています。ですので、わたくしは今回、村長が審議会にこの料金のまあ値上げって言い

ましたら、いや元に返すんだということを職員からの説明がありましたけれども、たしかにそう

ですが、一般住民からすれば上がることには変わりがありませんので、その説明を聞きました。 

先ほど来、いろいろ年次をおって何パーセントということがありましたけれども、そこで話し

合いをした時に公会計に移るという説明もありまして、公会計に移ったら一般会計からの繰り入

れができないということの説明もありました。それも調べました。他市町のことも調べてみまし

て、一般会計からの繰り入れっていうのは、住民の負担が多くならないように調整をしていくた

めに、一般会計からの繰り入れも検討していますということが書かれております。普通の企業会

計ではありませんので、民間の、公営企業という公営の企業会計ですので、その点が普通の企業

会計よりはゆるくなっておるというところがあります。ですので、絶対入れれないということは

ないというふうにわたくしは解釈しました。その点で思うと、ちょっとその時の説明っていうの

は厳しかったかなあというふうに捉えています。 

あとずっと計算をしてきまして、どことどうなんだろうということを見てきました。住民の方

にもこうなんですけれどもと言った時に、自分が一番、下水道料金で賛成できないところという

のは、水道料金で計算がされていない。ぜんぜん別個のやり方で日吉津はやっておる点について、

自分はちょっと納得がいかんということを言われました。水道事業をやっておるところはほとん

どが水道料金に応じて下水道料金を払っていくという仕組みになっていまして、日吉津はその点

水道を持っていませんので、ちょっとむずかしいかなということはわたくしは感じています。 

今後そういうことの変更をしていくというのも大変だろうと思うので、その点はちょっと大変

だろうなというふうに思いましたけれども、計算をしてみますと 1人、二人とかそういう方にも

聞いてみました、水道料金をいくら払っていますかということを、それと下水道料金を計算した

りしてみました。でも、日吉津の下水道というのはいくら使ったというのがわからないですね。 

あれは役場の方ではちゃんと、水いくら使ったかというのは出されていますでしょうか。その点

をお聞きしたいと思いますし、あと一つは審議会に諮られる時、審議員さんの出席についてです
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が、委任状というのが審議会には通用するものかどうかということをお答えいただきたいと思い

ます。 

○議長（山路  有君） 石村長。 

○村長（石   操君） 水道局の使用料は今事業所を一般家庭と変えてしていますので、それは

水の使用料がなんぼだと、いわゆるその上水の使用料がなんぼだったかということは、米子から

情報としてはいただいておるということです。米子は上水の使用料で下水の使用料を賦課してい

らっしゃるということであります。わが村の下水道料金は、実は下水道法だったと思いますけれ

ども、1 戸の住宅面積にあわせて下水道使用料を徴収するという考え方があります。それは雨水

も取るという発想ですので、面積に応じて取るという発想もあります。その議論がされたのが、

集落排水事業が導入される前で、じゃあ面積でやろうかと、集落排水ですけれども下水道法の規

制を受けないと、面積でやろうかという話があって言い方は悪いですけれども、住宅の敷地面積

が 10アールとか、それから 20アールとかというところの住宅が、特に日吉津村の従来の村はそ

ういう面積ですので、大へんな金額になるということでございまして、2 区の方とは非常に料金

の差が面積であると大変な料金の差が出るということで、そこで頭割りが導入されました。 

それはまだ、下水道法だなしに農業集落排水事業でやったという、そういうことでやったとい

うことですので、それを公共下水道にも用いたということですので、今の料金体系がそこを今も

それを堅持しながらやっておるということですので、そこに頭割りが入っておるということでご

理解をいただきたいと思います。 

公営企業法の会計は、原則論は先ほど担当課長が申し上げたとおりですので、いわゆるその独

立採算という考え方ですので、そこをどんなふうに企業が企業として頑張っていくかということ

ですので、当然そこの一般会計からの持ち出しが良いか悪いかは別にして、企業会計を見る総務

省あたりは、そこはやっぱり改善すべきだといういい方になります。 

それは国保会計も同じことでございまして、いよいよ困った時にはじゃあだれが責任を持つの

かということだと自治体で責任を持っておるという実態でありますので、公営企業の会計にしま

すけれども、これは方向としてはその方向性はありますけれども、いよいよの時、どげするかと

いうことは自治体が責任を持ってやらざるを得んということだと思っております。それを容認す

るわけでは、頭からの一般会計からの繰り入れを、まったくそのとおりですということにはなり

ませんけれども、一定の努力をしながらやっていくということでありますので、ご理解いただき

たい思います。余談が多くなりましたけれども、後質問の、審議会の委任状はどうかという話で
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すが、それは担当課長が答弁します。 

○議長（山路  有君） 益田建設産業課長。 

○建設産業課長（益田 英則君） 下水道運営審議会条例がございますけれども、この中の規定に

おきましては、会議において審議会は委員定数の 3分 2以上の出席がなければ会議を開くことが

できないということになっておりますし、議事において審議会の議事は出席委員の過半数でこれ

を決し、可否同数の時は議長の決するところによるという条文がございますけれども、委任状に

ついての記載はございません。従来のこの審議会の運営につきましては、委任状を提出いただき

まして、それを加味した上での出席というような形で運営の方をさせていただいております。 

○議長（山路  有君） 三島議員。 

○議員（5 番 三島 尋子君） 5 番、三島です。公会計のことですけれども、わたくしも総務省

から出ておる資料をずっと見てきました。ですので、独立採算で企業会計という会計はほとんど

が独立採算でやるということはそれは変わりがないと思ってます。 

ですが下水道とか水道とかということになりますと、住民の生命に係わることです。そこに暮

らす人に関わっていくということですので、それを厳しく取り締まるということはできないとい

うことですね。事業、工事をする時に起債を借りたり、いろんなことをしてきますので、それを

じゃあ全部水道料金にかけていくかっていうことはできないことだと思っています。 

日吉津村の場合もそれがたくさんあると思っております。そういう面においてそれはやはり、

税の方から入れていただかないと私はできていかないというふうに捉えています。その点で、審

議会の委員さん方には大変厳しい言い方をするのもわかりませんが、そういうとこら辺も考えて

いただいて、話し合って行かなければいけなかったなあというふうには思っているんですね。 

できないですということではなくて、職員の方の説明にしても、やはりそういうことを加えて

説明してほしかったということを思っております。 

それからただいまあの、答えていただきましたけれども、審議会、そもそも審議会っていうの

に委任状が出せるのか、受け付けるのかという、それは私はないじゃないかと思っています。普

通のここから代表してきて、じゃああのどなたかが出て下さいという会とは違うと思っています。

その人でいろいろ審議をしていくということですので、委員が集まらなかったら会は開けないそ

ういうことだと思っております。でも、せっかく寄って来たから、正式の会ではないけれども話

合いをしましょうかというようなことはできるかなあと思っておりますけれども、その点を今後、

きちんとこうやっていただきたいというふうに思います。 
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欠席もですね、同じ人がずっと欠席になっておるということを見てきました。わたしたちも本

当都合が悪い時には出られない時もありますので、行政の人には迷惑かけることもあるなあとい

うことは思っておりますが、審議会っていうのは特に重要な案件を審議していくということです

ので、その点もきちんと捉えていただきたいということを申し上げておきたいと思います。まあ

あの、それと先ほど同僚議員がおっしゃいましたけれども、全住民に関わっていくということを

考えると金額ではない。わたくしは審議会でも申し上げましたけれども、これは日吉津村の目玉

の政策だということを思っております。村長がこれをしていきて初めに出された、自分は政策と

して出してきたんだということをされたことを通していただきたいというふうに思います。それ

とすみません。雨水のことですけれども、雨水についてはほとんどの所で、公費で負担していま

すということが出されておりました。 

日吉津村の下水の設置をする時に、雨水もいっしょに入っておると、ちょっとそこら辺がわか

らないと思いますけれども、雨水は公費ということが書かれておりました。その点、よろしくお

願いをしたいと思います。 

○議長（山路  有君） 三島議員、答弁よろしいですか。 

○議員（5番 三島 尋子君）  なんだったかいな、村長の。 

○議長（山路  有君） 石村長。 

○村長（石   操君） 審議会は委任をするということで、議案に対する賛否の委任は取ってい

ないという形だな。全権委任みたいな恰好だな。［「はい・・・」と呼ぶ者あり］ですので、やっ

ぱり一定の皆さんの意見を聞くということでは、委任状の中に議案ごとの、いわゆる賛否を取る

という委任状の取り方はあるのかなあという気がしています。 

そういう組織もありますので、都合によって出られない。まあ、全部欠席ということだと、ど

んなふうに受け止めるのかなあという気がしますけれども、それだと定数に、頭から定数の分母

が違ってきますので、そこら辺は考えていかなければならないということですので、それはそれ

で一考する必要があるかなあというふうに思います。 

でも、委任状を取るというスタイルは、これまでのすべての議案を、委任をしてしまうという

やり方と、それからこの頃のいろんな所の組織を見ますと、議案ごとに賛否を問う委任状がつい

ていますので、あれ、委任状なのかなあということがありますので、欠席に応じて出席ができな

い案件に応じて賛否を問うというようなものもありますので、そこら辺は考えて見る必要がある

かなあというぐあいに、まあ全部欠席というのは、その人のせいではないかも知れませんけれど



17 

 

も、分母がまったく違う、スタートから違うということでは、これは考える必要があるかなあと

思っております。むずかしいことですけれども。 

それから雨水はもともと取らないということで、集落排水は雨水が取れませんので、雨水を取

らない。下水は雨水を取ったということですけれども、下水の雨水を取った下水というのはかつ

ての米子市がやられた、こんな大口径の排水管がいるということでそれは無理だよと、事業費も

掛かる、年数も係るということで中心的なのが、径が 30センチのものがやっぱり雨水を取らずに

一番効率がいいのかなあということで、雨水を取らずに生活雑排水でやるということで選択がさ

れて今のわが村の下水道になっていますし、この近年の日吉津が公共下水を大口径でやらなかっ

た、雨水を取らなかったという手法が全国にずっと広がっていきて、今はこんな大口径のやつは

ほんの中心の都市部しかありません。東京のような所ですけれども、今ここも雨水あたりがなか

なか、いわゆる気候条件の変動によってできないというようなことがあって、また見直しもする

というようなことでありますので、限りなく口径を大きくしなければならないという状況があり

ますので、それは雨水取らでよかったかなあという感じでおります。 

水路を整備せないけんということがありますけれども、自然硫化や自然沈下の大きな吸収力が

ありますので、それはそれで今のところわが村は農地などもありますので、それで対応ができる

のかなあということでおります。 

それから下水の使用料を、21年に確かに政策的に審議会に掛けんでこれだということでやりま

したけれども、それはやっぱり自分の責任においてやった。じゃあ、自分の責任においてどこで

終息を迎えるのかということも、気持の中には首長として大きなものを持っています。以上です。 

○議長（山路  有君） 三島議員。 

○議員（5 番 三島 尋子君） 先ほどの回答をいただきました中に、節約っていうか、どこでそ

れをいろんな負担をね、今減額しておるものをどういうふうに直していくことだっていう話があ

ったと思います。消費税のこととか、自治体にもいろんなことがあるし、今幼児教育でも増えて

来るしということの村長の説明がありましたけれども、もう少し全体を考えていただいてそれは

多少なりともという言い方もあれですが、国からの負担金とか県とかのいろんなそういうものも

ありますが、そうではないものが日吉津村にも出されていると思っていますので、その点をわた

しはやっぱり改善していくことだと思っております。 

言えば一般財団法人に出しておる補助金、あれをどうするかということが、まず始めに考えて

いただきたいと思っております。650 万の減額っていうのはそれに比べれば、そんなこう金額的
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には大きくはないっていうことがありますし、この下水道については全住民に関わるこというこ

と。月に計算すれば何十円のことなので、いいじゃないのという審議会の委員さんの中にもあっ

たと思いますけれども、それはその金額のことではないと思っております。それこそ政策だと思

っています。その点で村長のやはり政策として、引続いて続けていただきたいということを申し

述べて質問を終わります。 

○議長（山路  有君） 答弁いらない、いるんですか、いりますか。 

ほかにありませんか。 

河中議員。 

○議員（1 番 河中 博子君） 1 番、河中です。この件について 3 点お尋ねします。まず、特例

措置が終わります 3年後、2021年の 4月には、一人あたり 1ヵ月当たりの単価はいくらになるの

か、いただいている表にはそれが書いてないものですから計算ができません。 

2点目、そのことに基づいてたとえば 4人世帯の場合年いくらのアップになるのか。 

最後にこの改正によりまして、村財政にどれだけプラスになるのか、概算で結構ですのでお聞

きしたいと思います。お願いします。 

○議長（山路  有君） 益田建設産業課長。 

○建設産業課長（益田 英則君） 河中議員のご質問にお答えいたします。現在料金設定さしてい

ただいております正規料金ですけれども、住民票を登録されておられますご家庭におきまして、

世帯割料金が 1,700円、家族の人数割りが 650円ということでございまして、お一人ですと 4,350

円、こちらが正規料金、1 ヵ月当たりのご負担いただきます金額になりますけれども、失礼いた

しました。2,350 円ですね。申し訳ございません。1 人当たりが 2,350 円ということになります

し、4 人ご家族でございますとこれが家族割の 650 円が 4 人ということになりますので、4,300

円ということになります。これが現在 1割分削減をさせていただいておるということでございま

すので、お一人分ですと 254 円 1 月分が削減されておるということになりますし、4 人家族さん

ですと 465円、これが 1月分の減額額ということになります。 

全体で見ます使用料ですけれども、こちらにつきまして 10パーセントの削減ということで使用

料の方、年間が 6,523万程度ということで予算の方出さしていただいておりますけれども、平成

32 年 2 パーセントの減額ということで、最終的な所 10 パーセントこれを正規料金に戻すという

ことになりますと、そこの 6,523万、これの 1割分くらいが増えてくるということで 7,200万ぐ

らいな収入になるのではないかなというふうに考えております。以上です。 
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○議長（山路  有君） 河中議員。 

○議員（1 番 河中 博子君） わかりました。1 点だけ確認させて下さい。先ほど 4 人世帯の場

合 1 人が 465 円と改修に戻った時って言われたんですが、これに 12 を掛けると 4 人家族の場合

で 1年に 1万 1,000円ぐらいアップになるってことですか。確認です。 

○議長（山路  有君） 益田建産業課長。 

○建設産業課長（益田 英則君） 4 人家族で計算いたしますと、正規料金が 4,300 円に対しまし

て 10 パーセントの減額後の金額、現在納付いただいております金額が 4,179 円ということで、

削減額が 465円でございます。この 465円を 12掛けたもの、5,580円が 1割の削減を正規料金に

戻すとあがってくるということでございます。 

○議長（山路  有君） よろしいですか。ほかに。 

井藤議員。 

○議員（8 番 井藤 稔君） 8 番、井藤です。概ね同僚議員の方からいろいろ質疑の方が出まし

たので、わたし 2 点ほどちょっとお聞きしてみたいと思います。わたしこの条例の一部改正は、

本当に年寄りの方に厳しい改正だなあというふうに考えております。 

今いろいろ、この時になったリーマンショックがどうだこうだというようなことが出ましたけ

れども、今経済状況を今後の予測あるいはとうからみて何一つ負担が減少してくるという状況に

ありませんよね。そういうようなことです。それから先ほど、課長の方からも出ましたけれども、

日吉津村はこの料金の徴収方式が米子と境と比べたら違いますよね。ですね、今住民登録しとる

人としてない人と分けてやっています。住民登録してない人との料金体系と境、米子これはいっ

しょなんですけれども、いわゆる使用料からというんじゃなくて基本料金とそれと家族人数とい

いますか、これを基に加算されるという方式になっています。 

それで私もちょっと計算してみましたけれども、まあ 5立方メートルまでという日吉津の場合

はなっていますよね、基本料金が、それで後加算していくということになると、日吉津の場合が

1,300 円です。米子が 1,100 円、境港が 1,404 円ですけれども、いわゆる基本料金まででいける

のは、境は 8立方メートルまでになっていますんで、このあたりから考えるとその次の段階では、

もうやはり格段に日吉津の方が負担が大きんなります。 

それから先ほども出ましたけども、いわゆる固定資産税はそのまま据え置きですよね、村税の

中でも、そうですね。それから消費税が来年の 10月には上がってまいります。それから介護料金

それから国保の関係、いずれも上がってくるということです。ですから現在年金以外には収入が
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無いお年寄りというのはこのあたりがもろに響いてくるんじゃないかと思います。ちなみにです

ね、お 1人住んどられる場合は米子の場合は基本料金が 1,100円、境港は 1,404円ですけれども、

ざっと計算してみて、日吉津の場合は 1 ヵ月当たり 2,350 円これになります。2 人でお年寄りが

お住まいの場合は日吉津の場合はいわゆる住民登録していない方は 1,520円、米子の場合はこれ

1 本ですので 1,100 円、それから境港が 1,404 円、ちなみに日吉津は 3,000 円になるという計算

になります。このあたりを考えられてどの程度の負担になるか、トータルでですよね。別々に掛

かるけれども掛かるのは 1人の方なり 2人の方ですので、このあたりを計算してみられたんでし

ょうか。それでもってそのあたり判断されたんでしょうか。という点が 1点です。 

それからもう 1点が、先ほどから特例措置として設けられたもんだということですけれども、

この条例の条文を見る限りでは、使用料の特例という、この中の文章の中でも、これ見ますと平

成 21年から平成 30年の 9月 30日までという固定で一連の流れのように見えますけれども、毎年

毎年これは検討しておられますよね。検討をやった上でその周期を伸ばしていただいておるとい

う改正だったと思います。 

そこでちょっとお聞きしたいんですけれども、3 年の間の減免率の変更を利用して多分負担が

よけんならんようにということを考えられたんじゃあないかと思いますけれども、そのあたり 3

年でするんだったらもう 3年後に一括元に返したら、特例を廃止したらいいんじゃないかと、そ

ういう考え方もあろうかと思います。ですから果たしてそれを減免率 3段階において中止したり、

3 段階じゃなくて 3 年後にですね、経済状況を見ながらそこで必要があれば上げていくという選

択技はなかったんだろうかということを一つお聞きしてみたいと、それから最後の一つですけれ

ども。 

○議長（山路  有君） 井藤議員、マイクが入らないそうですのでもうちょっと上に上げて。 

○議員（8 番 井藤 稔君） すみません。ということです。それともう一つはですね、わたし今

回下水道条例をこう見てまして、それから下水道審議会条例ですか、これを見とってああこれは

あれだなあ、ちょっと審議会条例も関連条例ですけれども改正せないけんなと、これはね、これ

を見ますと境が一番いいようにできています。きっちりどういう時にいわゆる村長はいわゆる諮

問されるんかということが出てますけれども、このあたり課長説明してみてもらえますでしょう

か。違いを、もしわかれば日吉津と米子はいっしょですけれども、境は違います。そのあたりも

しお分かりであれば、ちょっと説明して見ていただいたらと思います。 

○議長（山路  有君） 益田建設産業課長。 
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○建設産業課長（益田 英則君） 井藤議員のご質問にお答えします。まず、一番最初ありました

米子、境港市なりの基本料金に比べて、日吉津村がどうなのかというようなご質問だったかと思

いますけれども、県下の市町村の料金の方の状況を調べさしていただきまして、1 人当たりで見

た場合あるいは基本料金ということで見ますとそういったような格差っていいますか、差が出て

くるところはありますけれども、4 人家族の場合ということでそれぞれの市長村、まあスケール

が違いますので一概には比較はできないかと思いますけれども、県下の平均の単価が 4人家族で

1 月あたりが、4,650 円というところの数字が出ております。当然鳥取市なり規模の大きな自治

体におきましては、料金的には安いところなのかなと思います。 

日吉津村はどうなのかといいますと、4人家族、まあ正規料金の場合なんですけれども、4,644

円ということで、これは住民票を取得されていない方の部分についても加味した数字で 4,644と

いうことになっておりまして、ほぼ 4人家族で見た場合、県下の平均的なところなのかというふ

うに解釈をしております。 

審議会についてなんですけれども、この特例の審議につきましては当然、年度年度で議会の方

にかけさせていただいておりますので、その前段として審議会の方で審議をいただいておるとい

う状況でございます。3年間という形で諮問の方には出させていただきまして、10パーセントが

いきなり減額がなくなるということは、住民の皆様方にかかる負担も大きいということの中で、

段階的に減額率を引き下げさせていただくといことで、予定ではありますけれども、来年度は消

費税が上がってくるという中で、2 パーセントの減額率という所は最後まで残しておるというと

ころで、それをきっちり正規料金に戻していくかどうかというところは、また平成 32年度の審議

会なりそういったところでの協議が必要なのかなというふうに考えております。 

あともう一点、審議会条例の件なんですけれども、すみません、境港と日吉津村の違いについ

ては把握しておりません。以上です。 

○議長（山路  有君） 石村長。 

○村長（石   操君） 固定資産税は 3年にいっぺんわて評価替えをして、その景気の動向によ

って国がどげしなさいと、いわゆる負担調整がしてありますので、そこを、いわゆる税額がその

まま税に反映しないように国が負担調整をかけて減額にしてありますので、その負担調整をどげ

するのかという国の指示がありますので、一定の減額はかけてありますけれども、3 年にいっぺ

んごと固定資産は時価相場などの変動によって見直しをするということであります。 

ただ、家屋についてはその評価した年の価格が、そのままずっと今のところは据え置きにして
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あります。3 年ごとに再建築費を計算してみるとか、それから減価率を 3 年経ったので減価償却

がなんぼ進んだというものは固定資産税の家屋についてはしないと、それはこれまでの戦後から

ここに至るまでは固定資産の価格が、固定資産税の評価額より価格上昇の方が大きかったという

ことで据え置いてあるということでの取り扱いだと思います。それから国保、介護、消費税がこ

れから上がるということでありますけれども、それといっしょに考えればいいということもあろ

うかと思いますけれども、それは国保なり介護なり、国保は都道府県、介護も今県一本化になり

ました。それから国保においては、この度は 3,000億円の公費投入があったりしてやられておる

ということです。 

消費税は、今のところ予定どおり 10パーセントにするということはありますけれども、これと

いっしょに考えるかということでありますけれども、自分ところの末端行政としては固定資産税

や使用料や下水の使用料も含めて、ヴィレステの使用料等も含めて、それは自分のところで判断

をして住民サービスと、今のところで、この頃では交付税が当たり前の世界になってきましたけ

れども、いわゆる税と使用料とそれから交付税と、これは一般財源からですけれども、これを基

本にどれだけの行政サービスができるのかということを、検討をしていくということであります

ので、当然下水の使用料もその一つとして考えるということであります。 

それから特例廃止を今でなしに、3 年後にということはできないのかということでありますけ

れども、ぼくも議員さんも 3年後には任期が、この 4月には任期が変わると、人が変わる可能性

もありますので、それはそこに置いといて、今の責任においてどんな判断をしていくのかという

ことで提案をさせていただいたものです。以上であります。 

○議長（山路  有君） 井藤議員。 

○議員（8 番 井藤 稔君） あのまあ、そうですね、村長のおっしゃるとおりわたしらも変わる

可能性があるわけですので、責任は取れん、だから、今すると、その結果出てくるのは 3年後で

すよね。特例が完全になくなるというのは 3年後ですから、だから今のうちに中途半端でもいい

からしてしまうというのは、なかなか逆に無責任なような感じがちょっとします。 

それからまあ関連でちょっとお聞きしたいと思いますけれども、先ほど言いましたように年寄

りに、大変厳しいような環境になりゃせんだろうかということがあります。3 年後特例を完全に

廃止するかどうかは別として、やはり今やっとるように 1年ごとに見直しをしてそれを継続して

いくということは無理だったんだろうか、なんで 3年後にというようなそういう選択になったん

だろうかと思います。その点ちょっと聞いてみたいと思います。 
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それから万が一、本当に厳しい状況が出てきたら、いわゆるセーフティネットというのは考え

ておられますんでしょうか。お年寄りを救ってあげるというのをですね、考えておられますんで

しょうか。と申しますのは先ほど固定資産税の説明をしてもらいましたけれども、長い間ここに、

日吉津村に住んでおられて子どもさんらが全部外に出ていく、それでもって二人とか一人で住ん

でおられる、このようなお年寄りに非常に厳しい環境になるんじゃないだろうかという心配しま

す。それは、すべての財政関連の事項についてで言えることだろうかと思いますけれども、そう

いうような状況がありますんでそのあたりですね、セーフティネット、それからたとえば毎年見

直しするというような、3 年後に完全に特例を取ってしまうというようなこの時期、この不安定

な時期に、経済的にも不安定、社会情勢も不安定、そういうような時にそういうような、自分ら

が責任が取れないような改正をするのがいいんだろうかという気持ちが逆にありますんで、その

点もし村長ありましたら。 

○議長（山路  有君） 石村長。 

○村長（石   操君） 井藤議員から逆に無責任ではないかということがありましたけれども、

21年に断行をさせていただいたのはわたくしでございますので、それはその責任において今その

方向性を示しておきたいという考えであります。 

使用料においてもすべての行政運営においても、負担が適切であるのか、適切でないのかとい

うのは首長の判断もありますけれども、議会の判断もそれぞれできるのではないかというふうに

考えておりますので、それはその都度判断のことかなあというふう思いますけれども、今のとこ

ろは 3年の方向性は持たせるということで責任を持ちたいというふうに思っております。 

それから、いろんなものの考え方や考えがありまして、この高齢化社会の中で政府あたりは公

言をしていらっしゃいますけれども、どうやって高齢者に金を使わせるかという言い方がありま

す。それは孫ビジネスだことの、祖父母が大学の経費を賄うとか、そのために税制を優遇すると

かというようなことも言われておりますので、ある一定の段階は高齢者が預貯金を持っていらっ

しゃるという評価があって、今国の政策に繋がっておるというふうに思っておりますが、一定の

生活を維持できない人にはそういうわけにもいきませんので、セーフティネットということであ

りますが、国の制度としての一定のセーフティネットはあるということであります。 

この頃の、国の制度としてのセーフティネットをお使いになるのが、高齢の独居の方が増えて

おるということでございます。その方々に対する基準額は、この頃の見直しでも最低生活費がど

こにあるかということで、見直しが掛けられておるようでありますので、その部分については一
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定のセーフティネットが掛かっておるということだというふうに思っております。それ以上の中

で、セーフティネットをもっと高いラインで結ぶということになると減免措置、いわゆる軽減措

置などがありますので、介護にしても国保にしても軽減措置があるということでありますので、

そこらが考えてあるというわけであります。 

この頃の子どもの、こども子育てに関する給付あたりについても、所得制限で金額の給付を変

えていらっしゃるというところでありますので、一定のセーフティネットはできておるというふ

うに思っております。じゃあ、自治体でセーフティネットを考えた時にどうするのかということ

では、まだそこの所に考えは至っていないと、必要ならばそこの部分を考えていくということに

なろうかと思いますけれども、この下水道の 10パーセント減免がひとつのセーフティネットであ

ったというふうに考えておりますので、そこはひとつ元に戻す方向性を示させていただきたいと

いうふうに思っております。以上です。 

○議長（山路  有君） ほかにありませんか。 

橋井議員。 

○議員（10番 橋井 満義君） 7番、橋井です。質問させていただいてよろしいでしょうか。 

○議長（山路  有君） よろしいです。 

○議員（10番 橋井 満義君） この下水道の条例に対しての質問をさせていただきたいと思いま

す。先ほどから各議員のからの質問もあったんですが、この 10 パーセント特例をしたというこ

とで、まあ今現状のそれを元に戻すということでの議論が重ねられております。しかしまあ、わ

たしの記憶の薄い中でもですね、これがリーマンショックであったりとかをこの世の中の状況の

云々では無かったなとわたしは思っております。 

これは、1 つはトップダウンの村長の姿勢と、まわりの他町村との平均バランスの部分で、日

吉津村との割合をここは整合を図られたものを、提案をなされて、これを 10パーセントでされた

という記憶でわたしは持っていますので、リーマンショックの云々というものではなかったとい

うふうにわたしはこの場で改めて確認をしたいなというふうに思っております。 

それでその後からですね、この今回の提案の大きな理由の部分で景気や消費税のことの云々と

言われましたけれども、消費税については来年の話なんですけれども、景気が本当に回復してい

るのかどうかというのは、わたしは懐疑的に思っております。 

それでなぜ今回これを上げられるのかというものの中で、やはり大きな素因はここの金額なん

ですよ。観念的な問題ではなくて、この金額がいかな金額になっているかということを、おおざ
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っぱですけれども、現在この使用料が 6,600万入っておるわけです。約ですよ。それで先ほど益

田課長の方からもありましたけれども、一つの過程での云々ということの中でも触れられたんで

すが、これが 9掛けですから、これを 9掛けを戻していきますと、この予算は元々が 7,300万予

算なんですよ。7,300 万予算で 6,600 万ですから、約 700 万のそこがへこたれてるわけです。言

葉は悪かったですけれども、要するにそこはないわけですね。それをずぅっとこれは今回の計画

表に基づいて、同じような料金体系であった場合と人口であった場合にはこれが戻っていくとい

うこれは計算です。 

それで一つ確認をしておきたいのはですね、この表の中でこれが 7パー、6パー、2パーとなっ

ています。7パーセントはわたくしたちの任期切れまで、それから次の 1年間平成 31年は 6パー

セントですね。それから次 32年は 2パーセント、わたしが聞きたいのはこの低減率、7、6、2に

された要するにこのカーブ曲線の描かれた根拠を、まずはお聞きしたい。 

○議長（山路  有君） 益田建設産業課長。 

○建設産業課長（益田 英則君） 橋井議員のご質問にお答えします。こちらの率につきましては、

平成 31 年に消費税の導入が 2 パーセントアップするということが見込まれる中で、そこの部分

についてを考慮に入れて、平成 31年 4月からの分については減額の幅を、1パーセントに落して

おるというところでございまして、それに沿ったような形で、最終的な数字が平成 32 年 4 月か

らの 1年間が 100分の 2ということで出ささしてもらっておりますけれども、この 2パーセント

残った部分についてを、これを平成 33 年の 4 月以降どのようにするかということについては、

ここの部分ではまだ決まっていないということで、そこの時点でまたこの 2パーセント分につい

ては審議をお願いしたいというふうに考えております。以上です。 

○議長（山路  有君） 橋井議員。 

○議員（7 番 橋井 満義君） なにかその、また審議をしたいなどということはここの場では多

分ないと思いますよ。2 パーセントという表をここまで出されているんですから、それに対して

の表に責任を持って提案をされなくちゃいけないことですから、そういう発言はあまりわたしは

好ましくないと思います。その時点においてまだ審議をお願いしたいというようなことではなく

て、まずわたしが聞きたいのは 7、6、2というこのカーブ曲線はどうやって描かれたということ

をお聞きしているんです。その根拠、今年の年度は 7パーで、来年が 6になって、その次は 2に

カクッと落ちるんですよ。要するに、ジャンプ台のカーブのようにスウーときてここでフィニシ

ュということのカーブ、それのことをわたしお聞きしているんです。それで今 2回目ですからま
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ずそれをお聞きしたい。再度、はっきりと答弁して下さい。 

それとね、まず日吉津村の公共下水道はそんなに費目のたくさん云々ではなくて、財政構造と

しては使用料がある程度ありますから、これで約 7,000万、それで一般会計から 5,000万の持ち

出し、それとあとは借金、それが 1,000万から 2,000万、それで今回同じような数字が見て取れ

るのは、この度は公会計の分がありますよね。それで 1,000 万これ借入れするんです。これは 4

月の当初予算の時に、今年は地方債の利子の償還金が 670万ほど生じるんですよ。それと同じよ

うな額が、消費税の 600万です。ですから消費税の戻し分 600万、それから元金の利子償還が同

じような 600万から 700万なんですよ。それで今回の補正予算で出てきますけれども、これをさ

らに借りをしないとできなかったのが、塀の直しの部分でさらに 1,000 万に 2,000 万たして約

3,400万かな、なんぼに今回なっていくんですけれども、ああ、3,000万ですね。それでこの利子

は同じように付いていくんですけれども、利子分にも充当できますよね。これ、ちゃらになると、

それとの相関関係についての云々というのはいかがお考えですか。利子の償還分で 10パー戻すと、

それの分だけ今までの会計システムでやっていると、その差額の分で利子分だけのお金払って返

せていけるなと思ってみたんですけれども、その点の云々というのはどんなもんですか。 

○議長（山路  有君） 益田建設産業課長。 

○建設産業課長（益田 英則君） すみません。あの減額のそのカーブの曲線という話なんですけ

れども、そちらの方は 3で割ったということでご理解いただきたいと思います。13で割ってそこ

に消費税の 2パーセントがアップするというところで、そこを見越してこういったような減額の

率ということで設定をさせていただいたということでございます。 

［「全然、わからないですよ。」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山路  有君） あの、益田課長、わからないわたしも、10パーセント削減を 3で割って

というのをもう少しちょっと、わかりやすく説明願いたいと思います。 

○建設産業課長（益田 英則君） すみません。えっと、まず 3パーずつ落していくというような

ところで、1 年に 3 パーずつ落していくというところで、計算はさしてもらっておるんですけれ

ども、そこで消費税のアップが入って来るというところがありますので、そこを考慮して平成 31

年については前年対比の 1パーの減というところでございます。 

○議長（山路  有君） 石村長。 

○村長（石   操君） 簡単に 3年で割ると、そこに消費税の増額分が入ってくるので、そこは

減額率を下げないということです。最後の 2は、条例云々審議云々ではなしに、そこで特例条例
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が切れるということになると、それこそ条例の特例がなくなるということですので、このままで

いくと 33年の 4月には減免の率がなくなるということであります。 

それから利子云々は、今 700万から 800万くらいの元金の利子がありますので、計算によって

はそういう言い方ができるということだと思いますけれども、そうはいっても公債費が 5,400万

くらいかな、そのくらい決算でかかっていますので、それは財務省あたりの公会計を導入した時

にそれをどうするのかということは、改善方策ということでおそらく求められるということだと

思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。以上です。 

○議長（山路  有君） 橋井議員。 

○議員（10番 橋井 満義君） 最後になります。根拠については村長の答弁が一番わかりやすく

でよくわかります。要するに、今の 10パーから 3パーを落して 7、それから次には 7パーから 3

パーを落していきますよ。そして今度は、消費税が今の利率から変わった時には、そこの差益の

部分が出てまいりますから、今の 8 パーセントと 10 パーセントの 2 パーセント差額の部分をこ

こに戻していくということで、その根拠性についてのこの 7、6、2ということはわかってきまし

た。  

それでですね、後は下水道の財政構造も含めてなんですけれども、この財政構造の中で今これ

を 10パーに戻していって、先ほどからこの観念論といいますか、やはり住民の云々ということで

それは気持ちの中での問題と、やはりお金との問題というのは比例して比例しない部分もやはり

出てきますから、財政運営をして行かれる立場としては、ここの部分でわたしたちは何を言いた

いかというと、この 10パーのままでなんとかならないかということを、できるだけ努力をしてほ

しいわけです。 

それらの方策として、わたしたちも案を出さなくてはいけませんけれども、現在のこの下水道

の先ほどからの利用料の徴収体系とパーセンテージの使用の人数頭割り関係、それの今後の考え

方というのを、今少し、わたしも同僚議員からの質問があったように考えいかなくちゃいけない

なというふうに思っております。それでやはり家族がとか云々ということで、産めよ、増やせよ

家族を増やせよとは言いながらも、そこに比例して頭数掛ける下水道の使用料もアップしていく

というように、新たに居を構えられた人の中の声を聞くこともあります。その点について今後の

考え方としてはいかがなもんでしょうか。 

○議長（山路  有君） 石村長。 

○村長（石   操君） 下水の使用料を何が適切なのか、1 人で何ぼ使うのかということであり
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ますけれども、世帯人数が増えれば当然水の使用料も増えるわけですので、それは今のうち家の

下水道の体系が、よそと比較して高いのか安いのか、1.5 倍にした平成元年の判断がどうなのか

ということだと思っていますので、人数割りではやっていますので、でもそれとメーター割で比

較するとどうなのかなという検討は必要だと思いますが、近年の下水でいいますと平成元年まで

の水の使用量で処理水が 1,000トンになったと、平成元年ごろに、これはもう処理場が足らんが

なということで、平成 6年にさらに 1,000トンの処理能力を持った池を 3つ目を作ったというこ

とで、従来 1,200ということですけれども、だいたい下水の適切な処理能力というのは公の 1,000

トン処理ができますという基準の、6 掛けから 7 掛けが一番処理のしやすい適切な運営ができる

量だというふうに言われております。 

平成元年だったと思いますけれども、1,000 トンになりましたので、ああこれは当時 1,200 ト

ンの能力しかありませんので、これはいっぱいだと、下水道事業団もこれ以上水をいれたら適切

な処理ができませんと、未処理のものが海岸に放流されるようになる可能性が非常に高いという

指摘を受けて、下水の処理場 1,000トンを作りましたけれども、実はそれ以降 1,000トンが処理

量が伸びていません。平成元年以降に人口が 25パーセント延びていますので、じゃあ下水の処理

量が 25パーセント伸びたかというと 1,000トンのまんまです。それは下水の節水型の機械が急速

に普及したということでありますので、従来の水道メーターの使用料を人数あたりでやっても、

これから下水の適切な運営を考えた時には、1,000トンが順調に伸びて、25パーセント伸びたら

何ぼになるかというと 1,500トンになるわけですけれども、今 1,000トンしかありませんので、

1,000 トンで下水の使用料をもう一回考え直さないけんということが出てきますので、それはや

っぱり慎重であるべきだというふうに思っておりますので、答弁にはなりませんけれども、下水

の状況としてはそういう状況で人数割りがいいのか、水道メーター使用割がいいのかということ

で考えたところでは、今のところそこは議論していませんので、この使用料を人数割りでやる時

も、改めて出す時も、じゃあ米子の一般家庭の 4人世帯はどのくらいかなあということは当然検

討をしておりますので、そこらで今の値段を設定をし、提案をさせていただいておるということ

ですので、答弁があいまいになってしまって、何を答弁しようとしかけたかわからんようになり

ましたけれども、下水の使用料が、水の量が人口は 25パーセント増えたけれども、下水は平成元

年の処理量と水の処理量がいっしょだということをお考えをいただきたいということを言ったま

でです。答弁にはなりませんけれども、そんな状況であります。以上です。 

○議長（山路  有君） ほかにありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山路  有君） そうしますと、議案の 37号を以上で質疑終わりたいと思います。 

ここで暫時休憩を入れたいと思います。再開は、11時 5分から再開いたします。 

午前10時48分 休憩 

─────────────────────────────── 

午前11時05分 再開 

─────────────・───・───────────── 

日程第 2 議案第 38号  

○議長（山路  有君） 再開します。日程第 2、議案第 38 号平成 30 年度鳥取県西伯郡日吉津村

一般会計補正予算（第 3回）についてを議題とします。 

これから質疑を行います。質疑については歳入歳出一括で行います。質疑はありませんか。 

はい、加藤議員。 

○議員（4 番 加藤  修君） 4 番、加藤です。11 ページの補助金ブロック塀撤去改修事業補助

金 200万組んでございますが、これの説明をお願いいたします。 

○議長（山路 有君） 高田総務課長。 

○総務課長（高田 直人君） 加藤議員のご質問にお答えします。提案理由でもありましたように、

6 月の大阪の地震に関しましてブロック塀の撤去等の指導がありました。ということで県の方も

補助金の設定がありまして、それに基づいて設定をしたものでありまして、一応 1 件 20 万の 10

件分ということで 200 万を予算化しております。その 20 万につきましては、国費と県費という

ことで 10 件を予算化しておりますけれども、国費、県費については県全体で考えた中でという

ことで調整がありまして、2 件分しか組んでおりませんけれども国費と県費は 2 件分ということ

で組んでおります。以上です。 

○議長（山路 有君） 加藤議員。 

○議員（4 番 加藤  修君） 4 番、加藤です。このブロック塀とか、塀とか今改修を予定され

ている方がたくさんおられると思いますし、この補助金があるというのはあまり知られていない

と思いますのであえて質問さしていただきましたが、これの周知の方法、またその今 10 戸分で

すけれども、10戸以上あった時の対応はどうされるのかということ、2点をお願いいたします。 

○議長（山路 有君） 高田総務課長。 

○総務課長（高田 直人君） 周知については広報等で行いたいと思います。先ほど言いました 20
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万というのは、補正予算を組む時に県の方が示しておりました上限ということで、3 分の 2 が助

成ということになりますので、一応 30万を事業費と考えた時に 20万が上限ということですので、

3分の 2を 20万として計算をしまして、国費と県費ということと、市長村費、それから 3分の 1

は本人さんに支払っていただくということになります。 

ただ、その後ですね、県の方が新聞の方にも出ておりますように、撤去の方は最初は撤去と新

設も含めて上限 20万ということでしたけれども、その辺が分かれまして、撤去については上限が

15万、それから生垣とかフェンスを新設した場合は 10万円ということで、こちらの 10万の方は

3 分の 1 の助成ということですので、30 万の事業費があれば 10 万が上限で、20 万が本人さんが

支払っていただくという形になりますので、この辺についてまた紹介なり、広報なりして行きた

いという具合に思います。ですから今、予算上は上限 20万で組んでおりますので、200万の中で

実際には泳いで行こうという具合に思っておりますけれども、先ほどあったようにその金額がオ

ーバーしたということが出た時にはですね、補正予算なりそういう形で対応させていただきたい

と思います。以上です。 

○議長（山路 有君） 加藤議員。 

○議員（4 番 加藤  修君） 4 番、加藤です。これの申込みとか問い合わせとかというのは、

総務課でよろしいんですか。 

○議長（山路 有君） 高田総務課長。 

○総務課長（高田 直人君） 申し込み等は総務課の方で行っていただきたいと思います。まあ、

その辺も含めて周知をして行きたいという具合に思います。 

○議長（山路 有君） ほかにありませんか。 

松田議員。 

○議員（9 番 松田 悦郎君） 9 番、松田です。最初に 8 ページの企画費のところで、委託料、

ふるさと納税返礼品の関係で 750万ありますけれども、先般ニュースを見ておりましたら大山町

は総務省の指導で返礼品の 30 パーセントに下げたと、ところめが下げたら大幅に納税が減った

というようなことで、また元に返したということのニュースが出ていましたが、以前わたし一般

質問でもやったんですが、日吉津村ではたしか 40から 45ぐらいの返礼品だと思っておりますけ

れども、総務省の勧告についてはどのように考えておられますかちょっとお聞きしたいと思いま

す。 

それから 10ページのですね、児童福祉総務費でこれ冷凍冷蔵庫購入 3万 1,000円とありますけ
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れども、これは新品を買われたのかそれともリースなのか、3 万 1,000 円えらい安いなと思って

いるんですけれども、この辺はどうなんでしょうか。それから最後に 11ページの公園費、施設修

繕料の 40万、これはどこの箇所なのかちょっと教えて下さい。以上です。 

○議長（山路  有君） 高田総務課長。 

○総務課長（高田 直人君） 松田議員のご質問にお答えします。8 ページのふるさと納税の返礼

品開拓業務及びインターネット広告業務委託料ということで 75万を計上しておりますけれども、

今、日吉津村はふるさと納税ということで、ふるさとチョイスという所を使っておりますけれど

も、そのふるさとチョイスをもっと広めて皆さんに知っていただく、そういうところのプロモー

ションをしていただくように、ポータルサイトまいぷれというのを利用して行うもので、その委

託料であります。今年 2,500万を一応目標額に上げておりますので、その 6パーセントとあと半

年ということで 75 万を計上しております。それで村の方の率ということですけれども、返礼品

が以前 40 パー50 パーというのがありましたけれども、総務省の通知によって県の方からも指導

がありましたので、現在は 30パーを超えるものはありません。以上です。 

○議長（山路 有君） 小原福祉保健課長。 

○福祉保健課長（小原 義人君） 松田議員のご質問にお答えします。冷凍冷蔵庫ですけれども、

これは子育て支援センターの冷凍冷蔵庫が購入後 10 数年たったものなんですけれども、動かな

くなりまして、それで新品を購入させていただこうということで、まああそこの支援センターの

ものですから小型のもので対応できると思いますので、このぐらいの金額で納まっているという

ことです。以上です。 

○議長（山路  有君） 益田建設産業課長。 

○建設産業課長（益田 英則君） 松田議員のご質問にお答えいたします。公園費の施設修繕料で

すけれども、こちらにつきましては海浜運動公園キャンプ場のコインシャワー用のガス給湯器の

取り換えということでこちらの方型式が非常に古く調子が悪くなってきておりまして、修理不能

のために取り換えるということで 2台分を上げさしていただいております。以上です。 

○議長（山路  有君） 松田議員。 

○議員（9 番 松田 悦郎君） 9 番、松田ですけれども、この趣旨がふるさと納税の委託料とち

ょっと違ったような質問だって大変失礼なんですけれども、この今 30 パーセントにするという

ことで大山町みたいにまた落ち込むというやなことがあるかどうかわかりませんが、落ちた時に

またあげられるか、それとも新聞を見ますと、総務省の勧告はどげでも従わなでもいいじゃない
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かというような報道もあったんですけれども、その辺ではまた下がったら上げるという考えなん

ですか。 

○議長（山路  有君） 高田総務課長。 

○総務課長（高田 直人君） 松田議員のご質問にお答えします。実際にもう 29 年度には下げて

おりましたので、29年度の決算の方で 1,900万ですかね、1,000万近くは下がっておりますので、

実際には寄付金が下ったということであります。ただ、総務省の通達に罰則規定があるわけでは

ありませんけれども、やはり全国的にそういうことを守っていかないといけないということで、

本村としては 30パーセントに下げましたので、それが下ったからといって 30パーセントを上げ

ようとは思っておりません。 

ただ、この委託料のようにふるさと納税の返礼品をどういうものがあるか調査したりですね、

それからここに決済手数料ということで 50万上げておりますけれども、ふるさとチョイスのほか

に楽天とか ANAですね、全日空、そういうところも利用しながら、いろんなところから村のふる

さと納税を、寄付していただきたいというところで今回補正に上げておりますので、30パーセン

トが 40 パー50 パーに上げるのではなくて、そういう種類を増やしてぜひ寄付をしていただきた

いという方向で頑張って行きたいというふうに思っております。以上です。 

○議長（山路 有君） ほかにありませんか。 

三島議員。 

○議員（5番 三島 尋子君） 5番、三島です。6ページお願いします。交付税です。交付税は大

へん日吉津村だけが何か増えてますね。通知をちょっと見ましたら、日吉津村だけが増額になっ

たかな、たくさん増えてるなということを見まして、説明にもありましたけれども高齢者や福祉

の関係の費用が増えたためですということが書いてありましたけれども、すみません、具体的に

いうとあれですけれども、その増えた事業の取組みのことをちょっとお聞きしたいです。お願い

します。 

それと次は、9 ページ国民年金費ですけれども、これは国からきて全部が委託料で出されるも

のですけれども、日吉津村でこの委託をしてこの電算の委託料を出して、進められていくその事

務というのはどんなものがあるのでしょうか。 

11ページ、災害対策費で委託料が備品購入費に、これは変えられたんだなと思うんですけれど

も、金額が同じですので、火災報知器の委託料だったものが購入費になっております。これは１

個なのか、数がどれぐらいなのか、そしてどこにこれ火災報知器付けられるのか、付けるのは職
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員さんでやられるのかということをお聞きします。 

それと 12ページ、社会体育総務費の負担金補助で 6万円というのがあります。日吉津村スポー

ツ推進支援事業補助金というのがありますので、このことについて説明お願いします。 

○議長（山路  有君） 高田総務課長。 

○総務課長（高田 直人君） 三島議員の質問にお答えします。最初の交付税の方ですけれども、

社会福祉費と高齢者福祉の増が主なものということでお示しをしました。特に細かいところまで

は調べておりませんけれども、社会福祉といえば今障がいの関係とかも給付費が増えております

し、それから高齢者についても介護の部分であったり、そういう部分が増えてるということで、

他にも主なものということでしたので、これ以外にも人口増で地域振興費が増えている部分があ

ったりしますけれども、主なものということでそういう事業が増えて、社会福祉費と高齢者福祉

の増となっているということであります。 

それから 11ページの火災報知器の委託料ですけれども、最初 65歳以上の高齢者世帯及び独居

世帯、身障手帳の所持の独居世帯、それから高齢者と身体障がい者だけの世帯ということで、以

前 10年くらい前だったと思いますけれども、100世帯ぐらいにこの火災報知器を設置したという

ことがありまして、まあ 10年近くたちますので今回交換ということで、調べましたら該当が 400

世帯ぐらいあるということで、400 世帯の 1 戸あたり 3,000 円を助成をして、購入をしてそれを

設置するということで、当初は業者に委託をして設置していただくような話をしておりました。

そういう予算を組みましたけれども、なかなか業者がそういう時間が取れないというようなとこ

ろもありまして、その他委託料から備品購入ということに変えまして、まず、購入をして村の消

防団で各地域を回っていただいて交換をしていくということに切り替えましたので、そういう予

算となっております。以上です。 

○議長（山路 有君） 清水住民課長。 

○住民課長（清水 香代子君） 三島議員のご質問にお答えします。国民年金費の内の委託料につ

いて、電算処理業務委託料ということですけれども、情報の連携ということで住所とかそれから

所得状況の把握等の連携に関わる内容でございます。以上です。 

○議長（山路  有君） 松尾教育課長。 

○教育課長（松尾 達志君） 三島議員のご質問にお答えいたします。11 ページの社会体育です。

日吉津村スポーツ推進支援事業補助金ということでの計上ですが、これは中国大会以上の大会に

出場した選手の方、監督それから引率者、いずれも村に住所を有する方ということを対象にして



34 

 

補助金を出すものでありまして、限度額等ありますがそういう要項を設定しましたので、この度

補助金として計上しております。以上です。 

○議長（山路  有君） 三島議員。 

○議員（5 番 三島 尋子君） 交付税が増えるというのは良いことかなあというふうには捉えて

いますけれども、わたしもずっとこう見まして、社会福祉費ってそんな今回延びていないしなあ、

どうなんだろうということを見てきまして、どこの辺を見てもらったのかなあということがお聞

きしたかったんです。全部を含めてということですね、県の交付税の決定の通知にも社会福祉費

の増と、高齢者の増ということが書いてあったので、ちょっと狭いあれで見てました。はい。 

それと火災報知器ですけれども、大へんいいことかなあと思っていますので、なるべく早くこ

うあれしてほしいし、一般の住宅にもこの前 10年ほど前にいろいろ法律ができて必ず付けるとい

うことがありましたね、それで付けてきたんですけれども PRもした方がいいのかなということも

感じております。 

それと社会教育費の負担の補助、今聞いてわかりましたが中国大会に出ると、これは一般の人

だけということ、子どものなんか体育協会とかそういう所から出た人で、その中国大会に出ると

いうことなんでしょうかね。大人っていうかそういうことだけなんでしょうか。 

○議長（山路  有君） 松尾教育課長。 

○教育課長（松尾 達志君） 三島議員のご質問にお答えします。今回は小学生が JOCというジュ

ニアオリンピックの方に出場いしたしますので、そのことに関して計上さしていただきました。

一般の方もそういった大会に出場されるということでしたら、その都度考えていきたいと思いま

すが、すみませんちょっと言葉が抜けてしまいまして、いろんな大会がありますのでその主催す

ることに団体に制限があります。ちょっと、すみません。今言葉が抜けてしまいまいまして、あ

れなんですけれども、日本スポーツ協会の参加の競技団体の種目ということで、制限がございま

す。いろんな自分たちで大会等を構成している団体がすべて該当するというわけではありません

ので、よろしくお願いします。以上です。 

○議長（山路  有君） ほかにありませんか。 

江田議員。 

○議員（6 番 江田 加代君） 6 番、江田です。まず最初に 6 ページの老人ホーム入所措置負担

金についてお尋ねしますが、これについては 9ページの委託料 229万円との関係で説明して下さ

い。それから民生費、児童扶養手当給付事業負担金についてですけれども、50万 3,000円、それ
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からその下の生活保護費負担金の 25 万 5,000 円について認定者の何人分なのでしょうか、それ

ぞれ。 

それから先ほど国民年金事務取扱交付金の質問がありましたけれども、これはたとえば日吉津

村で現在、日吉津村の状況って言いますか、滞納者の数とか、収納率とか、現在国民年金の保険

料というのは一体いくらになってますでしょうか。そのことをお願いします。 

あとは 12ページの、教育振興の外国語指導助手委託料の 3万 4,000円と、その下の使用料及び

賃借料の 9万 4,000円の説明をお願いします。以上よろしくお願いします。 

○議長（山路  有君） 小原福祉保健課長。 

○福祉保健課長（小原 義人君） 江田議員のご質問にお答えします。まず、歳入の方の老人ホー

ムの入所措置費負担金ですが、こちらは毎年 7月に所得判定がありまして、そこによってその年

度の負担金が決まります。入所しておられる方がございますので、そちらの自己負担の額が決ま

ってそれが減額になったということになります。 

それから歳入の方でいきますと、これも同じく 7月にその年度のこれは預かり先の方への委託

料の額が決まってまいります。その見込みを立てて差額を、今回補正をさせていただいておりま

す。それから続きまして児童扶養手当の方ですが、今回 3人分の実績の増がありましてそちらに

伴うものでございます。以上です。 

○議長（山路  有君） 清水住民課長。 

○住民課長（清水 香代子君） 江田議員のご質問にお答えいたします。国民年金費についてでご

ざいますけれども、現在国民年金の事務につきましては年金事務所の方が所管でございますので

そういった収納とか加入者数とか収納率等についてはちょっと把握をしておりませんので、申し

訳ありませんがちょっと回答の方ができかねます。 

保険料につきましても毎年改定があって、値上げになっておりまして、今の金額はっきりちょ

っと覚えていないんですけど 1万 2,000円か 1万 3,000円台だったと思うんですけれども、申し

訳ありません。以上です。 

○議長（山路  有君） 松尾教育課長。 

○教育課長（松尾 達志君） 江田議員の質問にお答えいたします。12ページの教育振興費のとこ

ろで外国語指導助手の委託料減額 3万 4,000円をしている理由ですが、これは諸般の報告でも村

長の方からありました、イギリスから外国青年が今来ております。これは 8月から来ておりまし

て、この 8月に来るまでは、イングリッシュスクールというそういった外国語指導助手を派遣す
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る会社がありまして、そこと委託をするということで委託をしておりました。で、1 学期分の精

算ができましたので、3万 4,000円これは減額をするということで精算分です。 

その下の使用料及び賃借料ということで、外国指導助手の住居借り上げ料ということで、住居

につきましては住まう家につきましては村の方が手当をするということで、当初家賃をある程度

の範囲で組ませていただいていました。8 月に入居が決まったこの家賃に従って、今後の分を精

算して見込みをたてて減額をするものです。これに伴って、外国青年の方からも住居料というこ

とで半額は家賃を負担していただくということで、入の方も変えておりますので合わせてご説明

いたします。以上です。 

○議長（山路  有君） 江田議員。 

○議員（6 番 江田 加代君） 1 点ですけれども、児童扶養手当のこの度は 3 人分とお聞きしま

したが、トータルして何人になりますか。 

○議長（山路  有君） 小原福祉保健課長。 

○福祉保健課長（小原 義人君） 江田議員のご質問にお答えします。トータルで 34 名でござい

ます。以上です。 

○議長（山路  有君） ほかにありませんか。 

橋井議員。 

○議員（7番 橋井 満義君） 7番、橋井です。1点だけお伺いをしたいと思います。13ページ、

諸支出金の公共施設等建設基金についてです。提案説明の中でこの 8,523万 2,000円については

繰越しの一部を積み立てるということの説明を承ったところであります。これについての財源の

根拠を今一度ご説明いただきたいなというふうに思います。 

それとこの 9月定例会において、この予算計上をされた理由といいますか根拠はいかがなもの

であったのか。この点について、財源根拠とその 9月の予算化についての 2点説明いただきたい

と思います。 

○議長（山路  有君） 高田総務課長。 

○総務課長（高田 直人君） 橋井議員の質問にお答えします。財源根拠ですけれども繰越金が 4

ページにありますように 1億 2,000万ほどありまして、本来ですと財政調整基金で調整をすると

いうところですけれども、今保育所の建替えの議論が始まるということもありまして、将来保育

所等の建替えを想定して、今回、繰越金の中から財政調整基金の 6,700万の減額をして、その残

りの 8,500万を公共施設基金の方に積立をして、今後に備えるということでさせていただいたも
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のです。以上です。 

［「この 9月になぜ予算化をされたのかの時期」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山路  有君） 高田総務課長。 

○総務課長（高田 直人君） あの、9 月が決算時期で繰越金ということで 1 億 2,300 万がありま

したので、それと同時期に今保育所の建替えの議論が始まるということで、この時期にするべき

だなということでしたものです。以上です。 

○議長（山路 有君） よろしいですか、ほかにありませんか。 

井藤議員。 

○議員（8番 井藤 稔君） 8番、井藤です。2,3質問させていただきます。まず、歳入の関係で

お願いしたいと思います。6 ページです。地方特例交付金があります。これは何の特例だったで

すかいね。あるいは 1回聞いておるかも知れませんけれども、できたらもう 1回お聞かせ願いた

いと思います。 

それから歳出の関係で、8 ページです。会計年度任用職員制度導入例規整備支援業務委託料と

いうのがありますけれども、これはいわゆる今年から始まった会計年度任用職員制度、これ来年

度でしたかいね。制度を導入で入って来る人に例規を整備してあげるという内容なんでしょうか。

ちょっと事業内容がわからんですので、お聞きできたらと思います。 

それから 8ページのホームページふるさと納税の関係なんですけれども、結果的には 30パーと

いうやな枠がかかったりということで、落ちたりしとるところもあるということなんですけれど

も、まあ結果がわかってからはあんまり対応が遅くなっちゃうということがあろうかと思います

けれども、これある程度途中で効果を評価すると、いろいろ施策されるんと思うんですけれども、

評価するような方法は何か手だてがあるんでしょうか。考えておられますんでしょうか、という

ことをお聞きしたいと思います。 

それから 10ページの民生費の生活保護扶助費の関係ですけれども、いわゆるこれ、返還金が出

てきておりますですけれども、国庫負担金の返還金それから生活困窮者、生活保護の関係、それ

から生活困窮の関係、だいたいこれどれくらいの、人数は予測はある程度してやっておられると

思うんですけれども、このあたりの返還金の発生についてどのような判断をしておられますでし

ょうか。以上、お聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（山路  有君） 高田総務課長。 

○総務課長（高田 直人君） 井藤議員のご質問にお答えします。まず地方特例交付金ですけれど
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も、これは個人住民税におきます住宅借入金等特別税額控除の地震に伴う地方公共団体の減収を

補てんするため、各地方公共団体の住宅借入金等特別税額控除見込み額を基礎として算定したも

ので、普通交付税の交付、不交付に関わらず全地方公共団体に交付されるものであります。 

それから会計年度職員につきましては、32年 4月に施行ということで、以前にも一般質問等で

も答弁させていただきましたけれども、現在おられます非常勤、臨時職員等々一般職の会計年度

任用職員制度が創設されまして、その方たちをどのような形で移行していくかというところがこ

の制度であります。その制度に基づいて 32 年 4 月から始まりますので、32 年 4 月までには募集

をかけて人を雇っていかないけませんので、31年の 9月には条例制定の方向で進めていかなけれ

ばならないということを考えておりまして、その条例規則ということで国の方からも、県からも

当初マニュアルが 1回出ただけでなかなか詳しい説明がないもので、今現在西部町村の方で総務

課長、それから給与担当、それから法政担当と協議を重ねながら情報共有はしているんですけれ

ども、やはりうちとしてもそういう条例制定をしっかりやりたいということで、どういう形で移

行していくかとか、どのラインに人を配置していくかとか、そういうことも含めて条例改正に向

けて行っていきたいということで、この業務を、委託をしていっしょに進んで行こうということ

で補正をさせていただくものであります。 

それからホームページにつきましては、以前、地方創生で見直しを図ってホームページを新し

くしたんですけれども、まだまだ使い勝手が悪いとかそういう意見もございますので、トップペ

ージの配置等も変えたりして、もう少し変更が必要だなということで今回補正をさせていただき

ます。プラスして URLというか、村のホームページの URLというものがあるんですけれども、こ

こがセキュリティが少し弱い部分がありますので、セキュリティの強化ということも含めて、ホ

ームページの改正をして行きたいという具合に思っています。 

それからふるさと納税につきましても、先ほども説明しましたように、29 年度に 30 パーセン

トに変えたとたんに寄付金が減りまして、大変少なくなってきておりますけれども、やはりふる

さとチョイスだけではなくて、楽天、ANA そういうものを利用しながら、やはり顧客が楽天なん

かも見ておられる方がたくさんおられますので、そういうところを含めて、その 30パーセントで

減った分をなんとかカバーしていきたいということで、今回補正をさせていただくものです。 

ホームページ等も見ていただく PVとかそういう視聴のこともありますので、その辺は地方創生

の推進委員会等で確認をして行ってもらいたいと、評価していただきたいと思っていますし、ふ

るさと納税についても担当の方で十分精査して、どういう効果があったとかいうことがなければ
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補正する意味がありませんので、そういう評価をしながら今後につなげていきたいという具合に

思っております。以上です。 

○議長（山路 有君） 小原福祉保健課長。 

○福祉保健課長（小原 義人君） 井藤議員のご質問にお答えいたします。生活保護扶助費でござ

いますけれども、平成 29年度生活保護の国庫負担金返還金ということで 320万ほどございます。

これの内訳なんですが、生活扶助費というものにおよそ 310万円、それから介護扶助費の方が 10

万円ちょっとという内訳になっております。それで何人見込んでおるということではございませ

んで、平成 29 年度中に申請をするわけですが、その時点の状態でこのくらいかかるだろうとい

うことで申請をいたします。ただ、それ以後入院とかありますとかなり額が変わってまいります。

それを最終的に生産するとこのような返還額になってくるということでご理解をいただきたい

と思います。 

それから生活困窮者の自立相談支援事業の方が 30万ございます。こちらはですね、生活困窮者

住居確保給付金というものを当初 30万予定しておりました。これは生活困窮者自立支援制度で給

付金というのが必須事業、必ずしなければいけない事業ということになっておりますので、当然

当初予算では予算組みをさせていただいております。実績としてこれがゼロでしたので、全て返

還するということでございます。以上です。 

○議長（山路  有君） 井藤議員よろしいでしょうか。 

ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山路  有君） ほかにないようですので質疑を終わります。 

─────────────・───・───────────── 

日程第 3 議案第 39号  

○議長（山路  有君） 日程第3、議案第39号平成30年度鳥取県西伯郡日吉津村国民健康保険事

業勘定特別会計補正予算（第1回）についてを議題といたします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

三島議員。 

○議員（5番 三島 尋子君） 5番、三島です。5ページをお願いします。償還金が出されており

ます。以前にちょっと説明はありましたけれども、1,844万9,000円ですか、これを合計で返還す

るということになりますかね。これの訂正をしなければならないものはしないといけないと思い
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ますけれども、せっかく積立をしたものから高額な1,500万もの金額を今出していくということ

には、今後のそれこそ運営に対してですね、どういうふうに思っておられるのかなということを

お聞きしたいと思います。それとせっかく700万も繰越金が出たのに半分はここに返していかな

いけん。積立てができないじゃないかということがありますね、今後のために、そういうところ

についてやはりこれを事務を行って行く上で、以外にチェック機能が整ってたかということをち

ょっと危惧します。その点についてお願いします。 

○議長（山路  有君） 石村長。 

○村長（石   操君） これについてはかつて経過を報告したところでありますけれども、いわ

ゆる歳入歳出の見込みが事務的にまずかったということであります。まずさの原因は何かという

と、毎月その医療の実績に対して収入があっておりましたけれども、そこを予算との比較で見逃

しておったというその単純なエラーだというふうに思っておりますし、そんな説明をしてきまし

たので、これを今おっしゃいましたようにチェック機能がどうだったのかということで、それは

不十分さが確実にあったということであります。この大きなところを見ますと、毎月収入があっ

ていますので、それと予算とをよう見合わせていなかったという、非常に初歩的なことで残念で

ありますが、これからは、それは、再発防止のチェックをしていかなければならないということ

であります。 

じゃあ、これをどうやって穴埋め、5,000万をしていただいたのを、事務的なエラーでどうやっ

てエラーを取り戻していくのかということでは、今のところ手法がありませんので、どちらかと

いえば健康づくりの啓発をしていきたり、それから国このごろ難しくなっております賦課金の収

納率が下がってきておるというのも事実ですので、こころあたりを改善の方向を向けて改めて取

り組む必要があるかというふうに考えおりますけれども、まだ決定的な改善の方向が出されてい

ないということでありますので、さまざまな部分をどうやって1,800万のエラーを取り返すのかと

いうことでは、わたしも含めてみんなで考えてやっていかなければ、取組みをしなければ5,000

万を繰入れをいただいた、議会に議決をいただいた、そしてそれ以前に村民の皆さんにこれから

の国保が都道府県化されて、その保険料の急激な上昇を抑えるための繰り入れをしていただいた

ということに対して報いていかなければならないということでございますので、そんな気持ちで

取り組んで行きたいというふうに思います。以上です。 

○議長（山路  有君） 井藤議員。 

○議員（8番 井藤 稔君） 8番、井藤です。2点ちょっとお聞きしたいと思います。制度が、県
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の方が運営するということになって半年丁度たつんですけれども、この推進を通じて何か不都合

ちゅうか、当初とは違ってきたなという状況が生じているでしょうか。もしあればその点1点お

聞きしたいと思います。 

それからよく調べてから本当は聞いたんが良いんかも知れませんけど、歳入の関係の繰入金の

基金繰入金が今回あります。これは基金全額だったんでしょうか。ちょっとわたし勉強不足でわ

からんところありますんで、そのあたりをちょっとお聞かせ願えたらと思います。以上2点よろし

くお願いします。 

○議長（山路 有君） 小原福祉保健課長。 

○福祉保健課長（小原 義人君） 井藤議員のご質問お答えします。まず、不都合が生じたかとい

うことでは事務的な部分になりますが、特に今年、県が運営主体になったということで不都合は

生じておりません。 

それから基金の繰入金ですが、まあ先ほど説明がありましたけれども、返還金を返さなければ

いけないんですけれども、その額が足らないということでこの度基金の方を崩さしてもらうとい

うことになります。基金は、昨年度5,000万の基金を積んでいただきました。それ以前に1,100万

ほどございましたので、合計が6,100万ちょっとございます。その内のこの度1,500万を崩させて

いただくということでございます。以上です。 

○議長（山路  有君） ほかありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山路  有君） ほかにないようですので質疑を終わります。 

─────────────・───・───────────── 

日程第 4 議案第 40号  

○議長（山路  有君） 日程第 4、議案第 40 号平成 30 年度鳥取県西伯郡日吉津村公共下水道事

業特別会計補正予算（第 3回）についてを議題といたします。 

これから質疑を行います。質疑は歳入歳出一括で行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山路  有君君） 質疑がないようですので、質疑を終わります。 

─────────────・───・───────────── 

○議長（山路  有君） 日程第 5、議案第 41 号平成 29 年度鳥取県西伯郡日吉津村一般会計歳入

歳出決算の認定について、日程第 6、議案第 42 号平成 29 年度鳥取県西伯郡日吉津村国民健康保
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険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第 7、議案第 43 号平成 29 年度鳥取県西

伯郡日吉津村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第 8、議案第 44号平成

29 年度鳥取県西伯郡日吉津村公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第 9、

議案第 45号平成 29年度鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会特別会計歳入歳出決算の

認定について、以上日程第 5、第 41 号から日程第 9、議案第 49 号までの 5 議案については決算

の認定についての議題であります。各議案については、質疑終了後議員全員で構成する決算審査

特別委員会を設置し審査を付託したいと思いますので、総括的な質疑までで止めていただきたい

と思います。 

─────────────・───・───────────── 

   日程第 5 議案第 41号 

○議長（山路  有君） それでは日程第 5、議案第 41 号平成 29 年度鳥取県西伯郡日吉津村一般

会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。 

質疑は歳入歳出一括で行います。質疑はありませんか。 

井藤議員。 

○議員（8 番 井藤 稔君） 一般会計について伺いたいと思います。本定例会議が開催になりま

した当初にですね、これについては監査委員の方から意見ということであったと思いますが、そ

の追加意見、これに対するいわゆる措置といいますか、これはまず受けられた段階で広報されて

おりますでしょうか。その監査委員の監査結果について広報はなされているんでしょうか。 

それからいつ具体的に、その結果の報告があったか知りませんけれども、それに対する措置等

については、対応については何かされておりますでしょうか。すでにされておればどういうふう

にする予定だとか、あるいはまだであれば、今後どういうような形でしていくということを、ま

ず聞かしていただきたいと思います。 

○議長（山路  有君） 高田総務課長。 

○総務課長（高田 直人君） 井藤議員のご質問にお答えいたします。8月の終わりに意見書の方 

 が村長の方に出されまして、その後広報についてはまだいまのところしておりません。今後ホー

ムページ等で上げていくような形になるという具合に思います。 

それから、監査の方でいろいろ各課指摘を受けたことについては、対応できるものは即対応さ

せていただきましたし、今後検討が必要なものについては検討していくということで、監査委員

の方にはお答えしておりますので、早いうちに、来年に向けでもありますけれども、改正できる
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ところは改正して行きたいという具合に思っております。以上です。 

○議長（山路  有君） 井藤議員。 

○議員（8 番 井藤 稔君） 監査結果につきましては、報告と同時に広報するということになっ

ておったと思います。地方自治法上ですね。なってたと思いますので、いわゆる監査委員から報

告を受けられた段階で出されるという方がいいんじゃないだろうかと思います。 

それから監査委員からの意見に対する措置については、これも監査委員の方に通知をされてそ

れに基づいて、監査委員は広報をするということになっておると思います。この点、今後予定等

についてありましたらちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（山路  有君） 高田総務課長。 

○総務課長（高田 直人君） 井藤議員のご質問にお答えいたします。意見書等の報告の方ですけ

れども、ちょっと勘違いしておりまして、監査の方っていいますか、議会の方がもうホームペー

ジに上げてあるということでしたので、もう広報してあるということであります。 

それから意見につきましては、各課でその辺は取りまとめをして監査委員の方にということで

すので、その辺は適宜して行きたいという具合に思います。以上です。 

○議長（山路  有君） 井藤議員。 

○議員（8 番 井藤 稔君） 3 回目で最後ですので、お聞きしたいと思いますけれども、自主財

源の関係ですよね。まあ今日もいろいろな面で財源の方を充足させたいということでの、村長の

方の話もあったかと思います。そういう点についてまあ議会の方も、議員の方もですね、いろい

ろ質問させていただいておるというあれだと思いますけれども、実財源率が 54.7から 47.7に下

がっておったと思います。7.1 パーセントの自主財源率になったということです。いろいろ必要

な施策を、それだけどんどんとっていただいとるということで、それは当然のことでしてあれし

て行かないけんと思いますけれども、一方でやっぱり財源を拡充していくということはですね、

やはり重要じゃないかとこのように思うわけですけれども、たとえば今危機的には依存財源であ

る村債が大幅に増加になっておる。あるいは、年々増加傾向にある地方交付税が伸びておると、

まあ地方交付税が伸びとるということは逆にいえば自主財源が落ちて来ておるという逆の面で

見方があるんじゃないかと思いますけれども、このあたりどうでしょうか。自主財源の開拓に関

する村長の考え方というのは、今後のですね、についてちょっと話していただければと思います

が、どうでしょう。 

○議長（山路  有君） 石村長。 
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○村長（石   操君） あの具体的にどうするのかという自主財源を求めるということでは、今

これはその、うちげの村をどんな形で土地利用をしていくのかということでは、国道 431号の周

辺はやっぱり都市的な土地利用をしなければならないというふうに思っています。そこに農地か

ら宅地に変わっていくという財源が延びていくということだと思っています。 

それから移住定住ということで、新築住宅の取得をされた皆さんには補助金を一部出して、日

吉津に住むという選択をしていただくというようなことを政策的にやっていますけれども、実際

には固定資産税や、その家庭の所得税からくる税収入等が伸びると思いますけれども、それはそ

れでまた子育ての経費がいるということですので、なかなかそこで税収のバランスをとることが

できないと、出る分と入る分はどちらがよけになるかなあという気がしておりますけれども、あ

る意味税収もですけれども、地域がどんなに元気があればいいのかということだと思っています。

日吉津がように寂れてしまって、人も来てごしならんということではいけないと思っています。

相乗的に元気があっていいなあと、王子さんもありますし、イオンさんもある。そして村民の皆

さんもあって、周辺から見て日吉津は元気があっていいなあと、捉えていただくということが大

事ではないかというふうに思っています。 

じゃあ、税源を、税収を、財源をどうやって拡充していくのかということでは、なかなか地方

で独自の税源がありませんので、税源にするような資産がないということですので、難しいです

けれども、この度交付税の伸びは中身でいいますと、障がい者自立支援給付の関係で伸びたとい

うのが実態だと思っておりますので、サービス給付が延びたということは、村民の皆さんにとっ

てそれだけ生活が充実をしてきたということだと思っておりますので、なかなか税源というもの

がはっきりとしたものがない。今ではっきり言えるのは 431のへりをどんなふうに使っていくの

かということが言えることだと思っております。 

あとは総合的に、総括的に地域がどんな元気があればいいのかということを考え続けながら、

地域づくりをしていくことが大切だなあと思っております。以上です。 

○議長（山路  有君）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶものあり］ 

○議長（山路  有君） 質疑がないようですから質疑を終わります。 

─────────────・───・───────────── 

   日程第 6 議案第 42号 

○議長（山路  有君） 日程第 6、議案第 42 号平成 29 年度鳥取県西伯郡日吉津村国民健康保険
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事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 

質疑は歳入歳出一括で行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶものあり］ 

○議長（山路  有君） 質疑がないようですので、質疑を終わります。 

─────────────・───・───────────── 

   日程第 7 議案第 43号 

○議長（山路  有君） 日程第 7、議案第 43 号平成 29 年度鳥取県西伯郡日吉津村後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 

質疑は歳入歳出一括で行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶものあり］ 

○議長（山路  有君） 質疑がないようですので、質疑を終わります。 

─────────────・───・───────────── 

   日程第 8 議案第 44号 

○議長（山路  有君） 日程第 8、議案第 44 号平成 29 年度鳥取県西伯郡日吉津村公共下水道事

業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。 

質疑は歳入歳出一括で行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶものあり］ 

○議長（山路  有君） 質疑がないようですので、質疑を終わります。 

─────────────・───・───────────── 

   日程第 9 議案第 45号 

○議長（山路  有君） 日程第 9、議案第 45 号平成 29 年度鳥取県西部町村情報公開・個人情報

保護審査会特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。 

質疑は歳入歳出一括で行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶものあり］ 

○議長（山路  有君） 質疑がないようですので、質疑を終わります。 

  お諮りします。この際議案第 41号から議案第 45号までの議案 5件については、議員全員で構

成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託し、会期中の審査に付することにしたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶものあり］ 
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○議長（山路  有君） 異議なしと認めます。したがって議案第 41号から議案第 45号まで決算

審査特別委員会を設置し、これに付託し、会期中の審査とすることに決定しました。 

ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員長に松田悦郎議員、副委員長に橋井満義議

員を指名したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶものあり］ 

○議長（山路  有君） 異議なしと認めます。したがって決算審査特別委員長に松田悦郎議員、

副委員長に橋井満義議員に決定しました。 

松田決算審査特別委員長には、5 会計の決算認定について会期中に審査をしていただくようお

願いします。審査結果を来年度の予算編成に反映させるために大切と考えますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

─────────────・───・───────────── 

   日程第 10 議案第 46号 

○議長（山路  有君） 日程第 10、議案第 46 号日吉津村教育委員会委員の選任についてを

議題とします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

  三島議員。 

○議員（5 番 三島 尋子君） 5 番、三島です。提案されたものに異議を申し上げるものではあ

りませんけれども、ここに説明で任期が書いてありますけれども、はじめにきちんと任期を入れ

ていただくということはできないものでしょうか。そういう提案を以前にも申し上げたような気

がするんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（山路  有君） 石村長。 

○村長（石  操君） えらいすみません。任期が入るべきものだというふうに認識をしておりま

すので、任期はいつまでだったかいな。30 年の 10 月 1 から 34 年 9 月 30 日まで、4 年間で委員

をお願いするというものでありますので、議案の提案に対し、齟齬があったというふうに思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（山路  有君） 三島議員あの、提案理由の時に任期を列記したものがお手元にわたって

いるというふうに思っておりますけれども。 

○議員（5 番 三島 尋子君） そういう意味ではありません。理由ではなくて、ここの表にきち

んと任期を入れるものではないですかということを申し上げたんですけれど。 
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○村長（石  操君） ということで、提案において議案の齟齬がったかなあというふうに思って

いますので、そのようにご理解をいただければということであります。 

○議長（山路  有君） はい、わかりました。ちょっと、わたしも提案の所を見たんで、よろし

いですか。 

ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶものあり］ 

○議長（山路  有君） 質疑がないようですので、質疑を終わります。 

─────────────・───・───────────── 

○議長（山路  有君） 以上で本日の議事日程はすべて終了いたしました。 

本日はこれをもって散会をいたします。ご苦労様でした。 

 

午後 0時 10分 散会 


